
『確定申告書控え』への 

受付印の押印を廃止します 

税務署での押印廃止に伴い、 

市役所においても令和６年分の 

確定申告書から申告書控えへの 

受付印押印を廃止いたします。 
 

◆作成済みの確定申告書は、下記の場所・期間において市役所で提出可能です。 

○場  所  市役所３階 災害対策室   

○期  間  ２月１８日（火）～３月１７日（月）※土日祝日を除く 

○時  間  午前の部  ９時から１２時まで 

午後の部 １３時から１５時まで    

     （１２時から１３時は提出受付を行いません。） 

※２月１７日（月）は災害対策室使用不可のため受付を行いません。 

※期間中、他に１日受付不可の日があります。 

（日時未定のため別途ホームページ等でお知らせします。） 

※会場の性質上、発災時等は受付ができなくなる場合があります。 

（状況についてはホームページ等でお知らせします。） 

※四街道市役所では所得税の確定申告相談は一切できません。  

    

  （裏面もご覧ください）は 



e-Taxを利用すると、申告書等データの送信後にメッセージボックスから送信日時や申
告内容を確認することができます。
e-Taxホームページでは、e-Taxのご利用方法や利用可能時間、パソコンの推奨環境、

よくある質問（Q＆A）等の情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化に

おける手続の見直しの一環として、令和７年１月から、

申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わない

こととしました。

令和７年１月からは、申告書等を書面で提出する際には、

申告書等の正本（提出用）のみを提出（送付）してい

ただきますよう、お願いします。

また、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお
願いします。
※ 対象となる「申告書等」とは、申告書のほか、申請書・請求書・届出書等

を含む、国税庁・国税局・税務署に提出（送付）される全ての文書です。

令和７年１月からの
申告書等の控えへの
収受日付印の押なつ
について

申告書等の提出は、e-Taxが大変便利です。

国税庁

書面で申告書等を提出する皆様へのお知らせ

書面で申告書等を提出された場合の、提出事実・提出年月日の確認につい
ては「申告書等情報取得サービス」等の方法があります。
詳しくは国税庁ホームページに掲載しています。

！

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

詳細はこちら
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